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第１章 計画策定にあたって 
 

 

１ 計画策定の目的 

地域福祉の対象は地域であり、地域住民です。 

 各地域では、住民がそれぞれの生活を営んでいますが、人口減少や少子高齢化、核

家族化が進行する中で、家族同士で助け合う機能の弱体化や地域における人間関係の

希薄化が進み、様々な問題や課題が生じています。 

 地域福祉の推進にあたっては、福祉サービス等の公的な支援だけでは、全ての問題

や課題を解決することが困難であることから、住民、地域、行政、関係機関等がそれ

ぞれの役割を果たす中で、相互に連携・協力していくことが重要であり、その重要性

は年々増しています。 

そうした中、国は、平成 28 年６月に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」に

おいて、子ども・高齢者・障がい者等を含む全ての人が地域、暮らし、生きがいを共

に創り、高め合うことができる「地域共生社会の実現」を目指す方向性を示しました。 

 また、平成 27 年９月の国連総会において採択された、誰一人取り残さない持続可能

でよりよい社会の実現を目指すための世界共通の目標「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）」の達成に向け、各分野における取組を推進する方向性を示しています。 

本市ではこれまで、市民が安心して幸福な生活が送れるよう、地域全体で地域福祉

を推進していくため、日南市の計画である「日南市地域福祉計画」と、日南市社会福

祉協議会（以下「市社協」という。）の計画である「日南市地域福祉活動計画」を「日

南市地域福祉推進計画」として一体的に策定し、地域の課題を地域住民自らが発見し

解決していくことのできる地域づくりを推進してきました。 

令和３年度末をもって、第２期計画期間が終了を迎えることから、市全域における

地域福祉の機運を高め、地域の生活課題を解決するための方策や仕組みづくりの方向

性を示す計画として、「第３期日南市地域福祉推進計画」を社会構造の変化や本市の地

域特性を踏まえたうえで策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第 107 条に規定する「市町村地域福祉計画」として位置づけ

られ、地域福祉を推進していく主役である市民や、市社協をはじめとする社会福祉関

係の事業者等の社会福祉活動の担い手が行う地域での取組や日南市の支援策について、

まとめています。 

 また、本計画は、「日南市重点戦略プラン」を踏まえ、日南市が策定する「日南市地

域福祉計画」、市社協が策定する「日南市地域福祉活動計画」を一体的に策定し、地域

福祉推進のための基本計画として位置づけ、福祉関連計画である「日南市高齢者保健

福祉計画及び介護保険事業計画」や「日南市障がい者計画及び障がい（児）福祉計画」、

「日南市子ども・子育て支援事業計画」等との連携を図り、総合的に推進するもので

す。 

 さらに、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「再犯の防止等の推進に関

する法律」の施行により、成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な

計画及び再犯の防止等の推進に関する計画の策定がそれぞれ市町村の努力義務とされ

たことを踏まえ、本計画を成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条第１項に規

定する「市町村成年後見制度利用促進基本計画」及び再犯の防止等の推進に関する法

律第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」としてそれぞれ位置づけます。 
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法的根拠 

・社会福祉法 第 107 条 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以

下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通し

て取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

・社会福祉法 第 109 条 

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次

に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、そ

の区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数

及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村

にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参

加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

・全国社会福祉協議会 地域福祉活動計画策定指針（抜粋） 

地域福祉活動計画とは、「社会福祉協議会が呼びかけ、住民、地域において社会福祉に関

する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互協力し

て策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動計画」である 

・成年後見制度の利用の促進に関する法律 第 14 条 

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後

見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

・再犯の防止等の推進に関する法律 第８条 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における

再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」と

いう。）を定めるよう努めなければならない。 
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３ 地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係 

地域福祉の推進にあたっては、市民や地域、日南市、市社協がそれぞれの役割の中

で、お互いに協力し合いながら取り組んでいく必要があります。 

 地域福祉の施策の推進母体である日南市と市社協は、車の両輪の関係としての役割

を担っており、地域福祉推進のための基盤や体制づくりを定める「地域福祉計画」と

それを実行するための地域住民活動、行動のあり方を定める「地域福祉活動計画」を

「地域福祉推進計画」として一体的に策定することにより、基本理念や方向性を共有

し、市民や地域、日南市、市社協等、地域に関わるものの役割や協働を明確化し、地

域福祉の推進を図るものです。 

 

 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和４年度を初年度とし、令和８年度までの５年間とします。 

 また、変化する社会情勢への対応や他計画との整合性を図るため、計画期間中であ

っても必要に応じて随時見直しを行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市社協】 
地域福祉活動計画 

【日南市】 
地域福祉計画 

地域福祉の推進 
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５ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、基礎調査として、本市の地域福祉の現状や課題等を把

握することを目的に、市民や民生委員児童委員、保護司会会員、福祉事業所を対象と

するアンケート調査を実施しました。 

 そして、市民や地域、関係機関等の意見を広く反映した計画とするため、市内の福

祉団体・民生委員児童委員協議会・学識経験者・市民等で構成する「日南市地域福祉

推進計画策定（評価）委員会」において、今後の施策の方向性等に関する審議・検討

を行うとともに、パブリックコメント（意見公募）を実施しました。 

 

（１）各種調査の概要 

① 調査の目的 

本計画の策定にあたり、地域福祉の現状や課題等を把握し、計画策定に反映させ

るとともに、今後の日南市の福祉行政を推進するための基礎資料とすることを目的

として実施しました。 

 

② 実施要領 

多様な視点からみた本市の現状・課題等を把握するため、４種類の調査を以下の

とおり実施しました。（調査方法は、いずれも郵送による配布・回収） 

 

ア）市民調査 

住民基本台帳から 16 歳以上の市民 3,000 名を無作為に抽出し、生活状況や地域

福祉に関する意見等に関する調査を実施しました。（調査時期：令和３年７月～８

月、有効回答数：1,204 件） 

 

イ）福祉事業所調査 

市内の福祉事業所（保育・教育施設、高齢者・介護関連事業所、障がい福祉事業

所等）から同一敷地内に所在する事業所の重複分等を除いた 105事業所を対象に、

地域福祉に関する現状や意見等に関する調査を実施しました。（調査時期：令和３

年７月～８月、有効回答数：56 件） 
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ウ）民生委員児童委員調査 

市内各地区の民生委員児童委員（全 173 名）を対象に、地域の実情や地域福祉に

関する意見等に関する調査を実施しました。（調査時期：令和３年９月、有効回答数：

151 件） 

 

エ）保護司調査 

日南地区保護司会会員（全 32 名）を対象に、地域の実情や再犯防止に関する意見

等に関する調査を実施しました。（調査時期：令和３年８月～９月、有効回答数：26

件） 
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第２章 日南市の現状と課題 
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第２章 日南市の現状と課題 
 

 

１ 統計データからみる日南市の現状 

（１）総人口及び年齢３区分別人口の状況 

本市においては、人口減少や少子高齢化の進行が続いており、令和２年時点の総人

口は 50,848 人、高齢化率は 38.6％となっています。 

 今後も人口減少や少子高齢化の進行が続くとみられています。 

 

総人口及び年齢３区分人口の推移・推計 

 

※令和元年まで「宮崎県：宮崎県の推計人口と世帯数」、令和２年「総務省：国勢調査」、令和７年

以降「国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」。 

令和元年までの総人口には年齢不詳を含む 

  

6,277 6,233 6,111 6,042 5,974

27,874 27,092 26,287 25,549 25,172
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（２）高齢者の状況 

本市の高齢者人口は、総人口の減少に対して、増加傾向で推移し、令和２年時点で

19,600 人まで増加していますが、今後は減少傾向に転じるとみられています。 

 一方、高齢化率は今後も上昇傾向が続き、特に後期高齢化率が大きく上昇するとみ

られています。 

 世帯数についてみると、世帯数全体が減少傾向にある中、高齢者のいる世帯数が増

加傾向にあり、特に高齢単身世帯数が大きく増加しています。 

 

高齢者人口の推移・推計 

 

世帯数の推移 

 

※令和２年まで「総務省：国勢調査」、令和７年以降「国立社会保障・人口問題研究所：日本の地

域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 
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（３）要支援・要介護認定者の状況 

本市の要支援・要介護認定者数は、増加傾向で推移しており、令和２年９月末時点

では 3,429 人となっています。 

 今後も、後期高齢者数率の増加等により、要介護１以上の認定者数が増加し、認定

者全体も増加するとみられています。 

 

要介護度別認定者数の推移・推計 

  

※令和２年まで「厚生労働省：介護保険事業状況報告（９月末時点月報値）」、令和７年以降「日南

市：日南市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」 
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要支援2 385 402 411 411 405
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（４）子どもの出生数の状況 

本市の出生数は、300 人台で推移してきましたが、令和２年度は 252 人と大きく減

少しました。 

 

出生数の推移 

 

※「宮崎県：宮崎県の推計人口と世帯数」 

 

（５）ひとり親世帯の状況 

本市のひとり親世帯数は、父子世帯の減少傾向に対し、母子世帯は増加傾向で推移

してきましたが、令和２年時点では 490 世帯と減少に転じています。 

 

ひとり親世帯数の推移 

 

※「総務省：国勢調査」。括弧内の数値は一般世帯数に占める割合 
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（６）就学援助認定者数の状況 

本市の就学援助認定者は、児童生徒数が減少傾向にある中、800 人前後で推移して

います。 

 

就学援助認定者数の推移 

年度 
児童 

生徒数 

認定者数 要保護 

認定者割合 

準要保護 

認定者割合 
認定者割合 

要保護 準要保護 計 

平成 29 年度 3,857 43 753 796 1.11% 19.52% 20.64% 

平成 30 年度 3,861 32 770 802 0.83% 19.94% 20.77% 

令和元年度 3,809 36 751 787 0.95% 19.72% 20.66% 

令和２年度 3,730 37 775 812 0.99% 20.78% 21.77% 

令和３年度 3,731 36 769 805 0.96% 20.61% 21.58% 

※「学校教育課（各年度５月１日現在）」 

 

（７）障がい者（児）の状況 

本市の障害者手帳所持者の総数は、減少傾向で推移しており、令和３年時点では

4,863 人となっています。 

 障がい種別にみると、身体障害者手帳所持者は 3,719 人、療育手帳所持者は 772 人、

精神障害者保健福祉手帳所持者は 372 人となっています。 

 

障がい者手帳所持者数の推移 

 

※「福祉課（各年４月１日現在）」  

182 183 198 207 207

1,614 1,592 1,566 1,546 1,523

3,134 3,170 3,165 3,150 3,133

4,930 4,945 4,929 4,903 4,863

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

平成31年

（2019）

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（人）
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身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

療育手帳所持者数の推移 

 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

※「福祉課（各年４月１日現在）」 

51 48 50 49 49
859 836 799 776 737

2,978 2,997 2,982 2,949 2,933

3,888 3,881 3,831 3,774 3,719
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（８）生活保護の受給状況 

本市の被保護世帯数及び被保護実人員は、近年減少傾向にありましたが、令和元年

度は前年度と比較して増加し、被保護世帯数が 457 世帯、被保護実人員が 590 人とな

っています。 

 人口あたりの保護率をみると、日南市の水準は宮崎県全体の水準を大きく下回って

います。 

 

被保護世帯数・被保護実人員の推移 

 

※「宮崎県：宮崎県統計年鑑」 

 

  

520 533 
492 

445 457 

691 687 
621 

557 590 

12.78 12.89 
11.81 
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（平均）
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（人口千人比）

宮崎県保護率

（人口千人比）

（人）
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（９）成年後見制度の状況 

本市における成年後見制度利用の潜在的なニーズを有するとされている人の数（有

効母数）は、令和元年 10 月 1 日時点で 2,744 人となっており、人口の 5.37％を占め

ています。 

 また、令和元年 10 月 1 日時点の成年後見制度利用者数は 177 人となっており、有効

母数の 6.45％を占めています。 

 宮崎県全体と比較すると、有効母数が人口に占める割合、利用者数が有効母数に占

める割合ともに高くなっています。 

 成年後見制度利用に対するニーズが高い一方、成年後見制度の利用は県全体と比べ

て進んでいる状況にあると考えられます。 

 

成年後見制度利用に関する有効母数の状況 

 人口 

有効母数 

有効母数が人

口に 

占める割合 

認知症高齢者

(日常生活自立

度Ⅱ以上)数 

療育手帳Ａ判

定所持者数 

精神障害者 

保健福祉手帳 

１級所持者数 

合計  

日南市 51,106 人 2,485 人 237 人 22 人 2,744 人 5.37％ 

宮崎県 1,071,723 人 40,245 人 5,019 人 685 人 45,949 人 4.29％ 

※「宮崎県：宮崎県の推計人口と世帯数」「宮崎県長寿介護課作成資料」より作成。 
数値は令和元年 10 月１日現在 
有効母数は、認知症高齢者等の成年後見制度利用の潜在的ニーズを有するとみられる人の数を示す 

 

成年後見制度利用に関する有効母数の状況 

 

成年後見制度利用者数 利用者数が 

有効母数に 

占める割合 
後見 保佐 補助 任意 合計 

日南市 153 人 18 人 2 人 4 人 177 人 6.45％ 

宮崎県 1,948 人 432 人 91 人 38 人 2,509 人 5.46％ 

※「宮崎県長寿介護課作成資料」。数値は令和元年 10 月１日現在 
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（10）犯罪の発生状況 

本市の令和２年の刑法犯認知件数は 130 件となっており、人口あたりの犯罪認知件

数（犯罪率）は宮崎県全体と比べて低くなっています。 

 一方、国全体の傾向として、犯罪件数が減少傾向にある中、検挙者に占める再犯者

の割合が上昇傾向にあり、犯罪防止のためには再犯防止に取り組むことが必要である

と考えられますが、本市の再犯者率は、国全体・宮崎県全体と比べて低くなっていま

す。 

 

犯罪の発生状況（令和２年） 

 人口 刑法犯認知件数 人口 10 万人あたり犯罪率 

日南市 50,145 人 130 件 259.2 

宮崎県 1,062,538 人 3,676 件 346.0 

※「宮崎県警察本部：令和２年犯罪統計（宮崎県・全国）」 

 

刑法犯検挙者の状況（令和２年） 

 検挙人員 初犯者 再犯者 再犯者率 

日南市 48 人 30 人 18 人 37.5％ 

宮崎県 1,114 人 562 人 552 人 49.6％ 

国 164,678 人 81,294 人 83,384 人 50.6％ 

※「警察庁：警察署別犯罪統計データ」。 
数値は 20 歳未満を除く検挙者の状況を示したものであり、日南市の数値は日南警察署の検挙人
員等を示している 
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２ 各種調査結果からみる日南市の現状 

（１）市民生活の経済的な状況について 

「現在の暮らし向きが苦しい（『どちらかといえば苦しい』又は『かなり苦しい』）」

と回答した割合は３割に達しています。 

 また、「新型コロナウイルス感染症の拡大前と比べて、不安が増していること」につ

いて、「仕事や収入、生活の維持等経済的な不安」と回答した割合が、「健康に関する

不安」「離れて暮らす、親や子ども等の家族の交流に関する不安」に次いで、多くなっ

ています。 

 そして、「生活困窮者等への支援について必要だと考える取組」については、「生活

再建に向けた貸付や給付金の支給を充実する」「相談支援の窓口や支援体制を充実する」

の回答が多くなっていることから、相談支援体制の充実を図りながら、必要に応じた

生活支援を行っていくことが求められています。 

 

◆現在の暮らし向き（経済的な状況）【市民調査】 

 
 

  

選択肢 回答数 割合

豊か 38 3.2%

どちらかといえば豊か 101 8.4%

ふつう 667 55.4%

どちらかといえば苦しい 271 22.5%

かなり苦しい 97 8.1%

その他 2 0.2%

わからない 20 1.7%

無回答 8 0.7%

サンプル数 1,204 100.0%

3.2%

8.4%

55.4%

22.5%

8.1%

0.2%

1.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆新型コロナウイルス感染症の拡大前と比べて、不安が増していること【市民調査】 

 
※複数回答可 

 

◆生活に困窮している人への支援について必要だと考える取組【市民調査】 

 
※複数回答可 

 

  

選択肢 回答数 割合

不安はもともと感じていない 63 5.2%

不安はあるが感染症拡大前から増しては
いない

244 20.3%

健康に関する不安 584 48.5%

離れて暮らす、親や子ども等の家族の交
流に関する不安

416 34.6%

仕事や収入、生活の維持等経済的な不安 386 32.1%

人間関係、社会との交流に関する不安 294 24.4%

子どもの育児、教育に関する不安 176 14.6%

その他 24 2.0%

わからない 40 3.3%

無回答 16 1.3%

サンプル数 1,204 －

5.2%

20.3%

48.5%

34.6%

32.1%

24.4%

14.6%

2.0%

3.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

生活再建に向けた貸付や給付金の支給を
充実する

578 48.0%

相談支援の窓口や支援体制を充実する 504 41.9%

市をはじめ、福祉を推進する団体・機関
や地域の協力者との連携を図る

303 25.2%

職業訓練など就労に向けた支援を充実す
る

236 19.6%

その他 28 2.3%

わからない 135 11.2%

無回答 24 2.0%

サンプル数 1,204 －

48.0%

41.9%

25.2%

19.6%

2.3%

11.2%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）市民の近所付き合い、福祉活動参加の状況について 

「近所の人との交流の程度」について、「ほとんど（まったく）つきあいがない」以

外に回答した割合は９割に達しており、近所の人とのあいさつ程度の交流がある様子

が伺えます。 

 しかし、「困ったときに近所の人に支えてほしいと思うか」について、４割近くの市

民が「支えてほしいが、難しいと思う」と回答しており、困ったときに近隣同士で支

える十分な環境が整ってはいないと考えられます。 

 福祉活動への参加状況をみても、「何らかの活動に参加している市民」の割合は約２

割にとどまっています。 

 福祉活動において、「活動メンバーの高齢化」等の課題も生じている中、４割近くの

市民が「現在は活動していないが、今後何らかの活動をしたい」と回答していること

から、近隣同士の交流促進や市民の福祉に対する意識の啓発等を図りながら、近隣・

地域で市民同士が支え合うことができる環境を整えていく必要があると考えられます。 

◆近所の人との交流の程度【市民調査】 

 
 

◆困ったときに近所の人に支えてほしいと思うか【市民調査】 

 
 

選択肢 回答数 割合

困ったときには相談したり助けあう人が
いる

175 14.5%

家を行き来するほど親しい人がいる 116 9.6%

道などで会えば親しく話をする人がいる 354 29.4%

あいさつする程度の人がいる 431 35.8%

ほとんど（まったく）つきあいがない 118 9.8%

無回答 10 0.8%

サンプル数 1,204 100.0%

14.5%

9.6%

29.4%

35.8%

9.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

困ったときには、近所の人に支えてほし
いと思う

232 19.3%

支えてほしいが、難しいと思う 436 36.2%

近所の人に支えてほしいとは思わない 313 26.0%

その他 19 1.6%

わからない 193 16.0%

無回答 11 0.9%

サンプル数 1,204 100.0%

19.3%

36.2%

26.0%

1.6%

16.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆福祉活動への参加状況【市民調査】 

 
※複数回答可 

 

◆福祉活動を行うにあたっての困りごと【市民調査】 

 
※複数回答可  

選択肢 回答数 割合

自治会などの地区の福祉活動 182 15.1%

福祉に関するボランティアやＮＰＯの活
動

49 4.1%

福祉ニーズのある人どうしの当事者活動 28 2.3%

その他 20 1.7%

特に福祉に関する活動には、参加してい
ない

877 72.8%

無回答 89 7.4%

サンプル数 1,204 －

15.1%

4.1%

2.3%

1.7%

72.8%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

活動メンバーが高齢化している 99 41.6%

一緒に活動するメンバーが少ない 49 20.6%

活動がマンネリ化している 47 19.7%

活動の時間的な負担が大きい 45 18.9%

活動の体力的な負担が大きい 32 13.4%

新しい活動を始めることが難しい 25 10.5%

活動のための財源確保が難しい 21 8.8%

活動グループの運営が難しい 17 7.1%

活動するための場所の確保が難しい 12 5.0%

活動について相談したり、専門的な支援
をしてくれる人がいない

12 5.0%

活動の経済的な負担が大きい 11 4.6%

他の団体等との関係づくりが難しい 10 4.2%

家族が活動を理解してくれない 2 0.8%

その他 6 2.5%

わからない、もしくは特にない 52 21.8%

無回答 19 8.0%

サンプル数 238 －

41.6%

20.6%

19.7%

18.9%

13.4%

10.5%

8.8%

7.1%

5.0%

5.0%

4.6%

4.2%

0.8%

2.5%

21.8%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆福祉活動への今後の参加意向【市民調査】 

 
 

  

選択肢 回答数 割合

現在の活動を続けていきたい 120 10.0%

現在の活動に加えて、新たな活動もして
いきたい

27 2.2%

現在の活動に代えて、新たな活動をして
いきたい

15 1.2%

現在は活動していないが、今後何らかの
活動をしたい

452 37.5%

現在の活動を減らしたい、または、辞め
たい

28 2.3%

現在は活動していないが、今後も活動を
したいとは思わない

383 31.8%

その他 92 7.6%

無回答 87 7.2%

サンプル数 1,204 100.0%

10.0%

2.2%

1.2%

37.5%

2.3%

31.8%

7.6%

7.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）防災について 

「災害時等の避難の可否」について、「自力で避難できる」又は「周辺の人の支援を

受けることができるため、避難することができると思う」と回答した割合が８割に達

していますが、「周辺の人の支援を受けることが難しいため、避難することが難しいと

思う」「わからない」と回答した割合も約 15％を占めており、災害時の避難に不安を抱

えている市民が一定数いる様子が伺えます。 

 しかし、「本市が避難行動要支援者名簿及び個別支援計画の作成に取り組んでいるこ

と」に関して、半数以上が「全く知らなかった」と回答しています。 

 「自力で避難することが難しい人に対する避難支援体制の確保」や「避難場所の環

境の整備」「災害時の危険箇所や避難場所の周知」を求める回答が多くなっていること

から、避難場所の環境整備や災害時の危険箇所や避難場所の周知とともに、避難行動

要支援者支援制度の周知・啓発等の推進により、避難行動要支援者に対する避難支援

体制を確保していくことが求められていると考えられます。 

 

◆災害時等の避難の可否【市民調査】 

 
 

◆本市が避難行動要支援者名簿及び個別支援計画の作成に取り組んでいることへの認知 

【市民調査】 

 
  

選択肢 回答数 割合

自力で避難することができる 880 73.1%

自力で避難することは難しいが、家族や近所の人
などの周辺の人の支援があるため、避難すること
ができると思う

130 10.8%

自力で避難することは難しいし、家族や近所の人
などの周辺の人の支援もないため、避難すること
は難しいと思う

46 3.8%

わからない 133 11.0%

無回答 15 1.2%

サンプル数 1,204 100.0%

73.1%

10.8%

3.8%

11.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

知っていた 178 14.8%

名前を聞いたことがある程度 308 25.6%

全く知らなかった 699 58.1%

無回答 19 1.6%

サンプル数 1,204 100.0%

14.8%

25.6%

58.1%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆緊急事態への備えとして必要だと考える取組【市民調査】 

 
※複数回答可 

 

（４）虐待と権利擁護について 

「虐待や権利侵害を見聞きした経験がある」市民の割合が１割に達しています。 

 虐待や権利侵害を見聞きした市民のうち、「相談や通報をしなかった」市民の割合が

３割に達しており、その理由として、「虐待や権利侵害かどうかはっきりしなかったか

ら」が最も多く挙げられています。 

 虐待防止や権利擁護のための取組を推進するとともに、虐待や権利侵害の被害者が

必要な支援につながれるよう、市民全体に対する虐待や権利侵害に関する周知・啓発

に取り組んでいく必要があると考えられます。 

 

◆虐待や権利侵害を見聞きした経験の有無【市民調査】 

 

選択肢 回答数 割合

自力で避難することが難しい人に対する
避難支援体制の確保

582 48.3%

避難場所の環境の整備 520 43.2%

災害時の危険箇所や避難場所の周知 507 42.1%

介護や生活支援が必要な人に対する避難
後の支援体制の確保

363 30.1%

地区での防災組織の確立 249 20.7%

災害時の避難や救出に活用できる資機材
の整備

235 19.5%

平時からの意識づくりや話し合い、避難
訓練等の実施

220 18.3%

災害時に活動のコーディネーターや支援
を行う「災害ボランティア」の育成

144 12.0%

その他 9 0.7%

わからない、もしくは特にない 58 4.8%

無回答 29 2.4%

サンプル数 1,204 －

48.3%

43.2%

42.1%

30.1%

20.7%

19.5%

18.3%

12.0%

0.7%

4.8%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

ある 128 10.6%

ない 1,047 87.0%

無回答 29 2.4%

サンプル数 1,204 100.0%

10.6%

87.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆虐待や権利侵害を見聞きした際の対応【市民調査】 

 
※複数回答可 

 

◆虐待や権利侵害を見聞きした際に通報や相談を行わなかった理由【市民調査】 

 
※複数回答可 

  

選択肢 回答数 割合

友人・知人等の周囲に相談した 38 29.7%

行政や専門機関等に通報・相談した 32 25.0%

家族に相談した 25 19.5%

その他 7 5.5%

虐待や権利侵害を見聞きしたが、通報や
相談をしたことはない

44 34.4%

無回答 11 8.6%

サンプル数 128 －

29.7%

25.0%

19.5%

5.5%

34.4%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

虐待や権利侵害かどうかはっきりしな
かったから

19 43.2%

どこに通報や相談をしたら良いか、わか
らなかったから

12 27.3%

通報や相談することで加害者に逆恨みさ
れると思ったから

8 18.2%

関わることがわずらわしいと思ったから 5 11.4%

被害者と加害者の問題であり、自分には
関係のないことだと思ったから

3 6.8%

その他 3 6.8%

無回答 5 11.4%

サンプル数 44 －

43.2%

27.3%

18.2%

11.4%

6.8%

6.8%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（５）再犯防止について 

「犯罪を犯した者の立ち直りへの協力の意向」について、「思う」「どちらかといえ

ば思う」を合わせた割合は３割強にとどまっています。 

 「わからない」と回答した割合も３割に達していることから、市民が協力できるこ

と等について、周知を図っていく必要があると考えられます。 

 また、「刑事司法関係機関による一人ひとりの問題性に応じた、きめ細かな指導や支

援を充実する」や「仕事と住居を確保して安定した生活基盤を築かせる」を求める回

答が多くなっていることから、対象者一人ひとりに対し、適切な支援を継続して行っ

ていくことが求められていると考えられます。 

 

◆犯罪を犯した者の立ち直りへ協力したいと思うか【市民調査】 

 
 

◆再犯防止のためには、必要だと考える取組【市民調査】 

 
※複数回答可  

選択肢 回答数 割合

思う 99 8.2%

どちらかといえば思う 312 25.9%

どちらかといえば思わない 204 16.9%

思わない 183 15.2%

わからない 372 30.9%

無回答 34 2.8%

サンプル数 1,204 100.0%

8.2%

25.9%

16.9%

15.2%

30.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

刑事司法関係機関による一人ひとりの問題性
に応じた、きめ細かな指導や支援を充実する

448 37.2%

仕事と住居を確保して安定した生活基盤
を築かせる

423 35.1%

被害者の置かれた状況や心情を理解させ
る

330 27.4%

犯罪を地域の問題として捉え地域ぐるみ
で再犯防止に向けた支援をする

146 12.1%

犯罪をした高齢者などに対して、福祉制
度の利用を促進する

121 10.0%

その他 30 2.5%

わからない 243 20.2%

無回答 47 3.9%

サンプル数 1,204 －

37.2%

35.1%

27.4%

12.1%

10.0%

2.5%

20.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（６）福祉事業所の運営状況 

「円滑な事業運営のための課題」について、回答した全ての事業所が「何らかの課

題を抱えている」と回答しており、具体的には「サービス内容や質の向上」「職員の資

質向上」「専門員・支援員・保育士等の要職種の確保」への回答が多くなっています。 

 一方、「地域や他の事業所、行政等と連携」については、６割の事業所が「地域や他

の事業所、行政等と連携して取り組んでいることがある」と回答するとともに、５割

の事業所が「５年前と比べて連携が進んでいると感じている」と回答しています。 

 

◆円滑な事業運営のための課題【福祉事業所調査】 

 
※複数回答可 

  

選択肢 回答数 割合

サービス内容や質の向上 36 64.3%

職員の資質向上 34 60.7%

専門員・支援員・保育士等の要職種の確
保

30 53.6%

利用者の確保 19 33.9%

施設・整備の改善 17 30.4%

報酬単価の低さ 17 30.4%

事務作業量の増大への対応 15 26.8%

市役所・社会福祉協議会等、関係機関と
の連携

14 25.0%

市民・近隣住民の理解・協力 11 19.6%

労働条件の改善 7 12.5%

経営ノウハウの習得・継承 5 8.9%

事務職員の確保 4 7.1%

事業運営のための情報の入手・精査 4 7.1%

その他 4 7.1%

特に課題はない 0 0.0%

無回答 0 0.0%

サンプル数 56 －

64.3%

60.7%

53.6%

33.9%

30.4%

30.4%

26.8%

25.0%

19.6%

12.5%

8.9%

7.1%

7.1%

7.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆地域や他の事業所、行政等と連携して取り組んでいること【福祉事業所調査】 

 
 

◆５年前と比べて、地域や他の事業所、行政等との連携が進んでいると感じるか 

【福祉事業所調査】 

 
 

  

選択肢 回答数 割合

ある 36 64.3%

ない 19 33.9%

無回答 1 1.8%

サンプル数 56 100.0%

64.3%

33.9%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

とても感じる 2 3.6%

ある程度感じる 29 51.8%

あまり感じない 20 35.7%

全く感じない 4 7.1%

無回答 1 1.8%

サンプル数 56 100.0%

3.6%

51.8%

35.7%

7.1%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（７）市民生活及び地域福祉全体について 

「生活全般への満足度」について、「満足している」又は「どちらかといえば、満足

している」と回答した割合が７割近くに達していますが、「どちらかといえば、満足し

ていない」「満足していない」と回答した割合も３割近くに達しています。 

 また、「地域づくりの達成状況」について「そう思う」又は「どちらかといえばそう

思う」と回答した割合が高い項目は、「⑩住まいや地区の生活環境がよい」「④子ども

が健やかに育つ環境がある」「⑥住民どうしのあたたかいふれあいがある」となってい

ます。 

 一方、「そうは思わない」又は「どちらかといえばそうは思わない」と回答した割合

が高い項目は、「⑪道路や交通の便がよく誰もが外出しやすい」「⑫いろいろな活動が

できる場が身近にある」「⑬生活のいろいろな面で便利である」となっており、これら

の項目について、改善に取り組んでいく必要があると考えられます。 

 そして、「今後本市が特に力を入れて取り組むべきこと」については、「介護してい

る家族等への支援」「福祉の相談が気軽にできるしくみづくり」「子育ての支援」等へ

の回答が多くなっており、支援が必要な人に対する相談支援体制の充実を図っていく

必要があると考えられます。 

 

◆生活全般への満足度【市民調査】 

 
  

選択肢 回答数 割合

満足している 127 10.5%

どちらかといえば、満足している 715 59.4%

どちらかといえば、満足していない 276 22.9%

満足していない 63 5.2%

無回答 23 1.9%

サンプル数 1,204 100.0%

10.5%

59.4%

22.9%

5.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆地域づくりの達成状況【市民調査】 

 
  

8.8%

8.9%

13.0%

9.1%

9.7%

8.2%

7.6%

9.1%

12.0%

7.7%

7.7%

7.1%

5.1%

5.1%

39.3%

25.9%

35.0%

43.4%

33.4%

40.9%

26.0%

27.1%

31.9%

47.2%

23.8%

20.4%

28.0%

33.5%

26.7%

25.8%

20.3%

22.3%

17.9%

16.7%

25.7%

21.6%

28.8%

25.9%

22.4%

20.2%

24.8%

27.7%

24.8%

19.0%

26.2%

26.7%

14.3%

19.9%

16.1%

10.0%

14.0%

16.3%

23.0%

24.3%

20.9%

12.0%

37.0%

33.6%

33.4%

16.4%

30.1%

30.6%

15.9%

25.3%

19.2%

14.5%

15.3%

9.5%

12.0%

13.0%

13.3%

6.5%

11.8%

21.6%

10.3%

9.9%

①高齢者が生きがいをもち、安心して暮らせる

②障がい者が社会に参加し、安心して暮らせる

③ゆとりをもって安心して子育てができる

④子どもが健やかに育つ環境がある

⑤だれもが学びや学習、好きな活動ができる

⑥住民どうしのあたたかいふれあいがある

⑦世代が違う人どうしの交流がある

⑧困ったときもすぐに相談できる

⑨困ったことがあっても誰かが支えてくれる

⑩住まいや地区の生活環境がよい

⑪道路や交通の便がよく誰もが外出しやすい

⑫いろいろな活動ができる場が身近にある

⑬生活のいろいろな面で便利である

⑭すべての人の人権が守られている

⑮災害などの面で安全である

⑯防災などに対して安心感がある

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそうは思わない そうは思わない

わからない 無回答
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◆今後本市が特に力を入れて取り組むべきこと【市民調査】 

 
※複数回答可 

  

選択肢 回答数 割合

介護している家族等への支援 477 39.6%

福祉の相談が気軽にできるしくみづくり 452 37.5%

子育ての支援 426 35.4%

低所得などで生活に困っている人への支
援

381 31.6%

寝たきりや認知症などの高齢者の介護 374 31.1%

高齢者の生きがいづくり 327 27.2%

地区の生活環境を良くするための取組み 300 24.9%

災害時の高齢者・障がい者等への支援体
制づくり

298 24.8%

子どもの健全育成や虐待問題への対応 275 22.8%

障がい者（児）の介護や支援 235 19.5%

日常のちょっとした支援を行う活動 216 17.9%

地区の人のつながりづくりや交流の場づ
くり

195 16.2%

福祉の支援が必要な人などの権利擁護 130 10.8%

ボランティアなどの地区での活動の推進 94 7.8%

外国籍住民への支援 54 4.5%

その他 15 1.2%

わからない、もしくは特にない 52 4.3%

無回答 71 5.9%

サンプル数 1,204 －

39.6%

37.5%

35.4%

31.6%

31.1%

27.2%

24.9%

24.8%

22.8%

19.5%

17.9%

16.2%

10.8%

7.8%

4.5%

1.2%

4.3%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ 第２期計画の評価 

（１）各主体の取組への評価 

第２期計画においては、基本施策ごとに「個人・地域」「日南市」「市社協」の各主

体が取り組むべきことを定めました。 

 本計画の策定にあたり、各取組の進捗状況等を把握するため、「個人・地域」の取組

については民生委員児童委員調査及び保護司調査において、「日南市」「市社協」の取

組については内部調査において、それぞれ評価を実施しました。 

 （評価手法や取組ごとの評価結果については、P114～P126 を参照） 

 

① 評価全体 

個人・地域の取組について、Ａ評価・Ｂ評価を合わせた割合は 51.3％となっています。 

 日南市・市社協の取組について、Ａ評価・Ｂ評価を合わせた割合は 81.5％となっ

ています。 

基本施策 主体 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価 

基本目標１ 

「自助」を基本とした「互助」の掘り起こしに

向けた取り組み（地域をつなげる場づくり） 

個人 

地域 

１ 

9.1％ 

４ 

36.4％ 

６ 

54.5％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

11 

55.0％ 

６ 

30.0％ 

２ 

10.0％ 

１ 

5.0％ 

０ 

0.0％ 

基本目標２ 

市民相互の支え合い（共助）の促進（地域を支

える人づくり） 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

２ 

33.3％ 

４ 

66.7％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

11 

34.4％ 

17 

53.1％ 

３ 

9.4％ 

１ 

3.1％ 

０ 

0.0％ 

基本目標３ 

公的な相談支援（公助）と共助の協働による促

進（地域を見守る仕組みづくり） 

個人 

地域 

１ 

14.3％ 

１ 

14.3％ 

５ 

71.4％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

基本目標４ 

地域における効果的な安全・安心対策の達成 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

４ 

57.1％ 

２ 

28.6％ 

１ 

14.3％ 

 

市 

社協 

２ 

12.5％ 

５ 

31.2％ 

７ 

43.8％ 

１ 

6.3％ 

１ 

6.3％ 

基本目標５ 

必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

個人 

地域 

２ 

25.0％ 

５ 

62.5％ 

１ 

12.5％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

14 

38.9％ 

19 

52.8％ 

２ 

5.6％ 

０ 

0.0％ 

１ 

2.8％ 

合計 

個人 

地域 

４ 

10.3％ 

16 

41.0％ 

18 

46.2％ 

１ 

2.6％ 

 

市 

社協 

39 

36.1％ 

49 

45.4％ 

15 

13.9％ 

３ 

2.8％ 

２ 

1.9％ 

※個人・地域、日南市・市社協では評価方法が異なるため単純比較はできない（以下同様）  



35 

 

 

 

② 基本施策別評価結果 

基本目標１ 「自助」を基本とした「互助」の掘り起こしに向けた取り組み 

（地域をつなげる場づくり） 

基本施策 主体 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価 

１ 隣近所で支え合う意識の向上 

個人 

地域 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

４ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

２ 地域ぐるみで子育てをする仕組みづくり 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

１ 

33.3％ 

２ 

66.7％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

５ 

62.5％ 

２ 

25.0％ 

１ 

12.5％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

３ 気軽に集える交流の場の整備・推進 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

３ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

４ 誰もが安全で快適に移動できるようにす

るための提案・検討 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

０ 

0.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

基本目標２ 市民相互の支え合い（共助）の促進（地域を支える人づくり） 

１ 身近な地域における住民相互の支え合い

の促進 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

２ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

10 

40.0％ 

12 

48.0％ 

２ 

8.0％ 

１ 

4.0％ 

０ 

0.0％ 

２ ボランティア・ＮＰОなどによる支え合

いの促進（活動・市民協働の促進） 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

４ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

14.3％ 

５ 

71.4％ 

１ 

14.3％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 
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基本目標３ 公的な相談支援（公助）と共助の協働による促進 

（地域を見守る仕組みづくり） 

１ 支援を必要とする人がつながりやす

い体制の構築 

個人 

地域 

１ 

25.0％ 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

９ 

69.2％ 

４ 

30.8％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

２ 支援を必要とする人を支える仕組み

づくり 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

２ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

33.3％ 

１ 

33.3％ 

１ 

33.3％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

３ 協働による地域生活支援の充実 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

16.7％ 

４ 

66.7％ 

０ 

0.0％ 

１ 

16.7％ 

０ 

0.0％ 

基本目標４ 地域における効果的な安全・安心対策の推進 

１ 災害に備えた災害時要援護者への支

援 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

１ 

33.3％ 

１ 

33.3％ 

１ 

33.3％ 

 

市 

社協 

１ 

12.5％ 

３ 

37.5％ 

２ 

25.0％ 

１ 

12.5％ 

１ 

12.5％ 

２ 日常の地域力を生かした防災・防犯の

まちづくり 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

３ 

75.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

12.5％ 

２ 

25.0％ 

５ 

62.5％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 
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基本目標５ 必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

基本施策 主体 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価 

１ 情報提供の充実 

個人 

地域 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

３ 

50.0％ 

２ 

33.3％ 

１ 

16.7％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

２ 相談体制の充実 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

３ 

42.9％ 

４ 

57.1％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

３ 権利擁護の強化 

個人 

地域 

１ 

50.0％ 

１ 

50.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

25.0％ 

２ 

50.0％ 

１ 

25.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

４ 良質で適切な福祉サービスの提供 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

１ 

14.3％ 

６ 

85.7％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

５ 自立を支援する体制の充実 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

１ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

３ 

42.9％ 

３ 

42.9％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

１ 

14.3％ 

６ 福祉、保健、医療・介護の生活関連分

野の連携強化 

個人 

地域 

０ 

0.0％ 

２ 

100.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

 

市 

社協 

３ 

60.0％ 

２ 

40.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 

０ 

0.0％ 
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③ 特に本市の課題と考えられる取組 

特に本市の課題と考えられる取組（「Ｄ評価」に該当した取組）は、下表のとおり

です。 

 本項目に記載された取組のうち、日南市及び市社協が実施主体である取組につい

ては、日南市及び市社協において、改善に努める必要があると考えられます。 

 また、「避難行動要支援者も参加できるよう配慮された防災訓練の実施」について

は、行政からの啓発や防災訓練実施に係る支援等により、地域における取組の促進

を図っていく必要があると考えられます。 

実施主体 取組 

個人・地域 
・自分の地域では、避難行動要支援者も参加できるよう配慮された防災訓練が行わ

れている。 

日南市 
・利用しやすい移動手段の検討 

・公的な相談支援と地域福祉活動の協働 

市社協 
・身近な地域福祉活動の推進 

・福祉共育の推進 
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（２）市民調査における前回調査との比較等による評価 

① 地域づくりの達成度 

「地域づくりの達成度」について、５年前の調査結果と比較すると、16 項目中 12

項目において上昇した一方、「⑥住民どうしのあたたかいふれあいがある」「⑦世代

が違う人どうしの交流がある」「⑪道路や交通の便がよく誰もが外出しやすい」「⑫

いろいろな活動ができる場が身近にある」の４項目について下降しています。 

項目 
前回調査との達成度比較 

今回 前回 差 

①高齢者が生きがいをもち、安心して暮らせる 48.1％ 41.1％ 7.0 

②障がい者が社会に参加し、安心して暮らせる 30.9％ 24.6％ 6.3 

③ゆとりをもって安心して子育てができる 43.9％ 32.9％ 11.0 

④子どもが健やかに育つ環境がある 56.5％ 49.7％ 6.8 

⑤だれもが学びや学習、好きな活動ができる 42.4％ 37.7％ 4.7 

⑥住民どうしのあたたかいふれあいがある 50.7％ 52.2％ ▲1.5 

⑦世代が違う人どうしの交流がある 34.2％ 37.2％ ▲3.0 

⑧困ったときもすぐに相談できる 34.6％ 30.3％ 4.3 

⑨困ったことがあっても誰かが支えてくれる 41.0％ 35.9％ 5.1 

⑩住まいや地区の生活環境がよい 59.1％ 58.7％ 0.4 

⑪道路や交通の便がよく誰もが外出しやすい 31.6％ 33.7％ ▲2.1 

⑫いろいろな活動ができる場が身近にある 24.9％ 26.1％ ▲1.2 

⑬生活のいろいろな面で便利である 35.7％ 34.2％ 1.5 

⑭すべての人の人権が守られている 40.6％ 40.1％ 0.5 

⑮災害などの面で安全である 31.8％ 30.6％ 1.2 

⑯防災などに対して安心感がある 31.0％ 27.8％ 3.2 

※達成度は、地域づくりの達成状況（32 ページ参照）について、「そう思う」「どちらかといえば
そう思う」のいずれかに回答した割合を示す 
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② その他項目 

下表に掲載の７項目について、５年前の調査結果と比較すると、４項目が好転し

た一方、「地域での暮らしに満足している人の割合」「近所の人とのつきあいがほと

んど（まったく）ない人の割合」「福祉に関する活動に参加している人のうち、活動

するうえでの困りごとを抱えていない人の割合」の３項目については悪化していま

す。 

項目 今回 前回 差 

・現在の生活が経済的に苦しいと感じている人の割合 30.6％ 33.3％ ▲2.7 

・地域での暮らしに満足している人の割合 69.9％ 73.1％ ▲3.2 

・近所の人とのつきあいがほとんど（まったく）ない人の割合 9.8％ 8.4％ 1.4 

・生活の中で困ったとき、近所の人に支えてほしいが難しいと思って

いる人の割合 
36.2％ 39.0％ ▲2.8 

・虐待や権利侵害を見聞きしたことがある人のうち、通報や相談をし

なかった人の割合 
34.4％ 35.4％ ▲1.0 

・福祉に関する活動に参加していない人の割合 72.8％ 78.6％ ▲5.8 

・福祉に関する活動に参加している人のうち、活動するうえでの困り

ごとを抱えていない人の割合 
21.8％ 28.5％ ▲6.7 
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４ 本市の主な課題 

（１）市民生活における課題 

市民調査では、７割の市民が現在の生活に満足していると回答している一方、３割

の市民は満足していないと回答しています。 

 地域づくりに関する満足度をみると、移動手段等の生活利便性に関して不満を感じ

ている市民が多くなっています。 

 一方、少子高齢化や核家族化が進行する中、一人暮らし高齢者及び要支援・要介護

認定者が増加傾向にあるなど、周囲の支援が必要な高齢者が増加傾向にあります。 

 ３割の市民は経済的に苦しいと回答しており、コロナ禍において健康に不安を感じ

ている市民も増えている状況にあります。 

 日常生活に不安を感じている市民が増えていることから、市民のニーズを踏まえた

各種事業の展開に努めるとともに、適切な相談支援体制を確保する必要があると考え

られます。 

 

（２）地域内交流や地域活動における課題 

近所同士、あいさつ程度の交流は行われている状況にありますが、地域における福

祉活動への参加率をみると、およそ２割にとどまっています。 

 福祉活動への参加メンバーの固定化・高齢化が課題となっている中、４割近くの市

民は「現在活動は行っていないが、今後何らかの活動をしたい」と回答しており、市

民の意識の啓発を図りながら、地域活動に参加しやすい環境を整えていくことが求め

られていると考えられます。 

 

（３）防災における課題 

市民調査では、多くの市民が、「自力もしくは家族や近所の人等の周辺の人の支援に

より避難ができる」と回答している一方、およそ 15％の市民は、「周辺の人の支援もな

く、避難することは難しい」もしくは「避難できるかわからない」と回答しています。 

 また、避難行動要支援者名簿及び個別支援計画の作成に本市が取り組んでいること

について、６割の市民が「知らなかった」と回答しています。 

 さらに、民生委員児童委員及び保護司からみた地域の課題として、「避難行動要支援

者の防災訓練への参加」が挙げられています。 

 市民が災害への備えとして求める取組として、「避難行動要支援者に対する避難支援

体制の確保」への回答が最も多くなっていることから、今後、市民への周知・啓発を

図りながら、全ての人が自力で避難できなくても、周辺の人の支援により、確実に避

難することができる体制の確立を推進していく必要があると考えられます。  
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（４）権利擁護や再犯防止における課題 

市民調査では、「虐待等を見聞きしたにも関わらず、通報や相談をしなかった」理由

として、「虐待等かはっきりしなかった」と回答する割合が最も多くなっています。 

 また、再犯防止に関連して、「犯罪を犯した者の立ち直りに協力したいと思う」と回

答した市民の割合が３割にとどまっています。 

 いずれも、市民に対する周知・啓発が充分ではないことも原因として考えられるこ

とから、権利擁護や再犯防止に関する周知・啓発の取組を強化していく必要があると

考えられます。 

 

（５）福祉事業所の運営における課題 

ほとんどの福祉事業所が「サービス内容や質の向上」や「職員の資質向上」「専門員・

支援員・保育士等の要職種の確保」等について、課題を抱えていると回答しています。 

 一方、地域や他の事業所、行政等との連携については、６割の福祉事業所が「連携

して取り組んでいることがある」と回答し、半数の福祉事業所が「５年前と比べて連

携が進んでいると感じている」と回答しています。 

 福祉サービスの利用者が、複雑化・複合化した問題を抱えるケースが増える中、関

係機関・関係団体の連携強化を図りながら、生活課題の解決を図っていく必要がある

と考えられます。 

 

 

 


